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 2023 年 7 月  「ジャイアンツでんき」 電気料金の見直し および 電気需給約款の改定について 

・ 東北エリアのお客さまへのお知らせ 

・ 東京エリアのお客さまへのお知らせ 

・ 北陸エリアのお客さまへのお知らせ 
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 2023 年 7 月  「コミュニティでんき」 電気需給約款の改定について 

 ・ 中部エリア・関西エリア・九州エリアのお客さまへのお知らせ 
 

 



  

 
2023 年 7 月 

 
ジャイアンツでんき ご契約者さま（東北エリア） 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
（小売電気事業者登録番号 A0300） 

 
 
 

「ジャイアンツでんき」料金表の改定および「コミュニティでんき」電気需給約款の改定について 
 
 
 

平素より「ジャイアンツでんき」の電気サービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。 

当社は、2023 年 8 月より、「ジャイアンツでんき」の料金プランの見直しを実施することといたしましたので
お知らせいたします。 

昨今の世界的な資源価格高騰や円安を背景とした燃料・卸電力市場価格の高騰は依然として先が
見通せず、電力市場を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあります。また、2023 年 4 月 1 日から各地域
の一般送配電事業者における託送料金（電力設備利用料）も国の認可を受け見直し（値上げ）とな
りました。 

これらの状況をふまえ、お客さまに安定的に電気をお届けする観点から、電気料金の見直しを行い、「ジ
ャイアンツでんき」料金表を改定いたします。また、併せて、「ジャイアンツでんき」の約款である「コミュニティで
んき」電気需給約款についても、電気事業における制度変更等を反映し、改定いたします。 

当社は引き続き事業運営効率化に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 
※ 過日よりお知らせのとおり、「ジャイアンツでんき・ガス」につきましては、2024 年 3 月末日をもってサービ

スを終了いたします。すでにご契約お切り換えのお手続きが完了しているお客さまにも、行き違いで本
書がお届けされる場合がございますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 

 
 

記 
 
 
１．「ジャイアンツでんき」電気料金および「コミュニティでんき」電気需給約款の改定内容について 

（１）「ジャイアンツでんき」電気料金の改定 
電気料金について、以下の改定を実施いたします。単価および諸元の詳細は、別紙１をご確認くだ

さい。 
 
 

最初のページへ戻る 



  

  

 
・ 電気料金単価（基本料金および電力量料金）の改定 

※ 一般送配電事業者における託送料金の改定の反映を含みます。 
・ 燃料費調整における算定諸元の改定 
・ 離島ユニバーサル調整制度の諸元の設定（北海道エリア・東北エリア・中国エリア） 

 
（２）「コミュニティでんき」電気需給約款の改定 

電気需給約款について、電気事業における制度変更の反映や、業務効率化に伴い一部取り扱い
を見直します。詳細は別紙２をご確認ください。 

 
 
２．改定時期について 

2023 年８月 1 日付で「ジャイアンツでんき」料金表を改定し、2023 年８月の検針日以降の電気の
ご使用に対し適用いたします。電気料金としては、2023 年９月分電気料金より見直し後の料金を適用
いたします。 

 

 
       

また、料金表と同様に 2023 年 8 月 1 日付で「コミュニティでんき」電気需給約款を改定し、実施いた
します。 
 
 
３．改定後の料金表および電気需給約款について 

改定後の料金表および電気需給約款については、2023 年 7 月中にジャイアンツでんき Web サイトお
よびお客さまマイページへ掲載いたします。 

 
以上 

 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
コミュニティでんき・ガスお客さまセンター  
電話番号 0120-829-416 
受付時間 9 時～17 時 
（土日祝日、年末年始を除く） 



  

  別紙１     

【東北エリア】 
■電気料金単価の改定内容                                      （税込） 

契約種別 区分 現行料金 改定後料金 差額 

ジャイアンツ電気 
東北Ｂ 

基本 
料金 

契約電流 10A 330 円 00 銭 369 円 60 銭 39 円 60 銭 
契約電流 15A 495 円 00 銭 554 円 40 銭 59 円 40 銭 
契約電流 20A 660 円 00 銭 739 円 20 銭 79 円 20 銭 
契約電流 30A 990 円 00 銭 1,108 円 80 銭 118 円 80 銭 
契約電流 40A 1,320 円 00 銭 1,478 円 40 銭 158 円 40 銭 
契約電流 50A 1,650 円 00 銭 1,848 円 00 銭 198 円 00 銭 
契約電流 60A 1,980 円 00 銭 2,217 円 60 銭 237 円 60 銭 

電力量 
料金 

最初の120kWh 
までの1kWh につき 

18 円 58 銭 29 円 71 銭 11 円 13 銭 

120kWh をこえ
300kWh までの
1kWh につき 

25 円 33 銭 36 円 46 銭 11 円 13 銭 

300kWh をこえる 
1kWh につき 

29 円 28 銭 40 円 41 銭 11 円 13 銭 

最低月額料金 261 円 80 銭 359 円 58 銭 97 円 78 銭 

ジャイアンツ電気 
東北Ｃ 

基本料金 1kVA につき 330 円 00 銭 369 円 60 銭 39 円 60 銭 

電力量 
料金 

最初の120kWh 
までの1kWh につき 

18 円 58 銭 29 円 71 銭 11 円 13 銭 

120kWh をこえ
300kWh までの
1kWh につき 

25 円 33 銭 36 円 46 銭 11 円 13 銭 

300kWh をこえる 
1kWh につき 

29 円 28 銭 40 円 41 銭 11 円 13 銭 

■燃料費調整諸における算定諸元の改定内容 
    現行諸元 改定後諸元 

燃料価格調整項 

基準燃料価格 1kⅼあたり 31,400 円 83,500 円 

換算係数 
α（原油） 0.1152 0.0259 
β（ＬＮＧ） 0.2714 0.2563 
γ（石炭） 0.7386 0.8915 

基準単価 1kWh あたり 22 銭 1 厘 19 銭 7 厘 

■離島ユニバーサル調整制度の諸元の設定内容 
    現行諸元 設定諸元 

離島燃料価格 
調整項 

離島基準燃料価格 1kⅼあたり － 79,300 円 
離島基準燃料価格上限 1kⅼあたり － 119,000 円 
換算係数 α（原油） － 1.0000 
離島基準単価 1kWh あたり － 1 厘 

・ 2016 年 4 月以降、一般送配電事業者は、需要家保護の観点から離島の需要家に対するユニバーサルサービスとして本土
並みの料金水準で電気の供給を行うことが義務付けられています。離島のお客さまにお届けする電気は、主に火力発電による
もので、この火力燃料費にかかる変動を託送料金に反映して、すべてのお客さま（本土・離島）から回収する仕組みを離島
ユニバーサルサービス調整制度といいます。 

・ 当社は、毎月の燃料費調整単価に、一般送配電事業者と同様の離島ユニバーサルサービス調整単価を加算または減算して、
燃料費調整額（含む、離島ユニバーサルサービス調整額）を算定いたします。       



  

  別紙２     
 
 

■「コミュニティでんき」電気需給約款の改定内容 

・ 配電事業制度導入にともない、新たに配電事業者を規定 
2022 年 4 月の配電事業制度導入にともない、一般送配電事業者以外の配電事業者から電
気の供給を受けるお客さまにも電気需給約款を適用するため、一般送配電事業者に加え、配
電事業者を規定いたします。 

・ 民法上の規定にもとづく電気需給約款等の変更に関する規定 
民法 548 条の 4 (定型約款の変更)にもとづき、電気需給約款および料金表を変更する場合
があり、この場合、契約期間途中であっても電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需
給約款および料金表を適用し、その変更の内容を電磁的方法等によりお客さまにお知らせする
旨を規定いたします。 

・ 法令名、告示名の変更の反映 
再生可能エネルギー発電促進賦課金に関連する法律名および告示名の変更を反映いたします。 

・ 需給契約申込時のお申し出事項の追加 
電気事業法上、一定規模以上の系統用蓄電池を用いた蓄電事業は「発電事業」と位置付け
られたことにともない、ご契約申込時のお申出事項に、蓄電池を追加いたします。 

・ 契約期間の変更 
契約期間について、需給契約が成立した日から料金適用開始日後 1 年目までの日とし、1 年
ごとに同一条件で継続するとしていた規定を、需給契約が成立した日から廃止または解約により
需給契約が消滅する日するまでへ変更します。 

・ 需要場所に関する託送供給等約款の規定の反映 
託送供給等約款へ特例需要場所に関する要件が規定されたため、規定の内容を反映いたしま
す。 

・ 需給契約の単位に関する託送供給等約款の規定の反映 
託送供給等約款へ「供給および契約の単位」の例外として「複数需要場所 1 引込」が規定され
たため、規定の内容を反映いたします。 

・ 電気需給約款の準拠法を規定 
電気需給約款に関する権利義務が、日本法に準拠し、解釈される旨を規定いたします。 

・ その他の修正 
新たな規定内容に伴い、表現の見直しや重複となる箇所の削除など、所要の修正を行います。 

以上 
 

 



  

 
2023 年 7 月 

 
ジャイアンツでんき ご契約者さま（東京エリア） 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
（小売電気事業者登録番号 A0300） 

 
 
 

「ジャイアンツでんき」料金表の改定および「コミュニティでんき」電気需給約款の改定について 
 
 
 

平素より「ジャイアンツでんき」の電気サービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。 

当社は、2023 年 8 月より、「ジャイアンツでんき」の料金プランの見直しを実施することといたしましたので
お知らせいたします。 

昨今の世界的な資源価格高騰や円安を背景とした燃料・卸電力市場価格の高騰は依然として先が
見通せず、電力市場を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあります。また、2023 年 4 月 1 日から各地域
の一般送配電事業者における託送料金（電力設備利用料）も国の認可を受け見直し（値上げ）とな
りました。 

これらの状況をふまえ、お客さまに安定的に電気をお届けする観点から、電気料金の見直しを行い、「ジ
ャイアンツでんき」料金表を改定いたします。また、併せて、「ジャイアンツでんき」の約款である「コミュニティで
んき」電気需給約款についても、電気事業における制度変更等を反映し、改定いたします。 

当社は引き続き事業運営効率化に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 
※ 過日よりお知らせのとおり、「ジャイアンツでんき・ガス」につきましては、2024 年 3 月末日をもってサービ

スを終了いたします。すでにご契約お切り換えのお手続きが完了しているお客さまにも、行き違いで本
書がお届けされる場合がございますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 

 
 

記 
 
 
１．「ジャイアンツでんき」電気料金および「コミュニティでんき」電気需給約款の改定内容について 

（１）「ジャイアンツでんき」電気料金の改定 
電気料金について、以下の改定を実施いたします。単価および諸元の詳細は、別紙１をご確認くだ

さい。 
 

 

最初のページへ戻る 



  

 

 
・ 電気料金単価（基本料金および電力量料金）の改定 

※ 一般送配電事業者における託送料金の改定の反映を含みます。 
・ 燃料費調整における算定諸元の改定 
・ 離島ユニバーサル調整制度の諸元の設定（北海道エリア・東北エリア・中国エリア） 

 
（２）「コミュニティでんき」電気需給約款の改定 

電気需給約款について、電気事業における制度変更の反映や、業務効率化に伴い一部取り扱い
を見直します。詳細は別紙２をご確認ください。 

 
 
２．改定時期について 

2023 年８月 1 日付で「ジャイアンツでんき」料金表を改定し、2023 年８月の検針日以降の電気の
ご使用に対し適用いたします。電気料金としては、2023 年９月分電気料金より見直し後の料金を適用
いたします。 

 

 
       

また、料金表と同様に 2023 年 8 月 1 日付で「コミュニティでんき」電気需給約款を改定し、実施いた
します。 
 
 
３．改定後の料金表および電気需給約款について 

改定後の料金表および電気需給約款については、2023 年 7 月中にジャイアンツでんき Web サイトお
よびお客さまマイページへ掲載いたします。 

 
以上 

 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
コミュニティでんき・ガスお客さまセンター  
電話番号 0120-829-416 
受付時間 9 時～17 時 
（土日祝日、年末年始を除く） 



  

   
別紙１     

 

【東京エリア】 

■電気料金単価の改定内容                                      （税込） 

契約種別 区分 現行料金 改定後料金 差額 

ジャイアンツ電気
東京Ｂ 

基本 
料金 

契約電流 10A 286 円 00 銭 295 円 24 銭 9 円 24 銭 
契約電流 15A 429 円 00 銭 442 円 86 銭 13 円 86 銭 
契約電流 20A 572 円 00 銭 590 円 48 銭 18 円 48 銭 
契約電流 30A 858 円 00 銭 885 円 72 銭 27 円 72 銭 
契約電流 40A 1,144 円 00 銭 1,180 円 96 銭 36 円 96 銭 
契約電流 50A 1,430 円 00 銭 1,476 円 20 銭 46 円 20 銭 
契約電流 60A 1,716 円 00 銭 1,771 円 44 銭 55 円 44 銭 

電力量 
料金 

最初の 120kWh
までの1kWh につき 19 円 88 銭 30 円 00 銭 10 円 12 銭 

120kWh をこえ
300kWh までの 
1kWh につき 

26 円 48 銭 36 円 60 銭 10 円 12 銭 

300kWh をこえる 
1kWh につき 30 円 57 銭 40 円 69 銭 10 円 12 銭 

最低月額料金 235 円 84 銭 321 円 42 銭 85 円 58 銭 

ジャイアンツ電気
東京Ｃ 

基本料金 1kVA につき 286 円 00 銭 295 円 24 銭 9 円 24 銭 

電力量 
料金 

最初の 120kWh
までの1kWh につき 19 円 88 銭 30 円 00 銭 10 円 12 銭 

120kWh をこえ
300kWh までの 
1kWh につき 

26 円 48 銭 36 円 60 銭 10 円 12 銭 

300kWh をこえる 
1kWh につき 30 円 57 銭 40 円 69 銭 10 円 12 銭 

 

■燃料費調整諸における算定諸元の改定内容 
    現行諸元 改定後諸元 

燃料価格調整項 

基準燃料価格 1kⅼあたり 44,200 円 86,100 円 

換算係数 
α（原油） 0.1970 0.0048 
β（ＬＮＧ） 0.4435 0.3827 
γ（石炭） 0.2512 0.6584 

基準単価 1kWh あたり 23 銭 2 厘 18 銭 3 厘 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  別紙２     

 
 
 

■「コミュニティでんき」電気需給約款の改定内容 

・ 配電事業制度導入にともない、新たに配電事業者を規定 
2022 年 4 月の配電事業制度導入にともない、一般送配電事業者以外の配電事業者から電
気の供給を受けるお客さまにも電気需給約款を適用するため、一般送配電事業者に加え、配
電事業者を規定いたします。 

・ 民法上の規定にもとづく電気需給約款等の変更に関する規定 
民法 548 条の 4 (定型約款の変更)にもとづき、電気需給約款および料金表を変更する場合
があり、この場合、契約期間途中であっても電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需
給約款および料金表を適用し、その変更の内容を電磁的方法等によりお客さまにお知らせする
旨を規定いたします。 

・ 法令名、告示名の変更の反映 
再生可能エネルギー発電促進賦課金に関連する法律名および告示名の変更を反映いたします。 

・ 需給契約申込時のお申し出事項の追加 
電気事業法上、一定規模以上の系統用蓄電池を用いた蓄電事業は「発電事業」と位置付け
られたことにともない、ご契約申込時のお申出事項に、蓄電池を追加いたします。 

・ 契約期間の変更 
契約期間について、需給契約が成立した日から料金適用開始日後 1 年目までの日とし、1 年
ごとに同一条件で継続するとしていた規定を、需給契約が成立した日から廃止または解約により
需給契約が消滅する日するまでへ変更します。 

・ 需要場所に関する託送供給等約款の規定の反映 
託送供給等約款へ特例需要場所に関する要件が規定されたため、規定の内容を反映いたしま
す。 

・ 需給契約の単位に関する託送供給等約款の規定の反映 
託送供給等約款へ「供給および契約の単位」の例外として「複数需要場所 1 引込」が規定され
たため、規定の内容を反映いたします。 

・ 電気需給約款の準拠法を規定 
電気需給約款に関する権利義務が、日本法に準拠し、解釈される旨を規定いたします。 

・ その他の修正 
新たな規定内容に伴い、表現の見直しや重複となる箇所の削除など、所要の修正を行います。 

以上 
 

 



  

 
2023 年 7 月 

 
ジャイアンツでんき ご契約者さま（北陸エリア） 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
（小売電気事業者登録番号 A0300） 

 
 
 

「ジャイアンツでんき」料金表の改定および「コミュニティでんき」電気需給約款の改定について 
 
 
 

平素より「ジャイアンツでんき」の電気サービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。 

当社は、2023 年 8 月より、「ジャイアンツでんき」の料金プランの見直しを実施することといたしましたので
お知らせいたします。 

昨今の世界的な資源価格高騰や円安を背景とした燃料・卸電力市場価格の高騰は依然として先が
見通せず、電力市場を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあります。また、2023 年 4 月 1 日から各地域
の一般送配電事業者における託送料金（電力設備利用料）も国の認可を受け見直し（値上げ）とな
りました。 

これらの状況をふまえ、お客さまに安定的に電気をお届けする観点から、電気料金の見直しを行い、「ジ
ャイアンツでんき」料金表を改定いたします。また、併せて、「ジャイアンツでんき」の約款である「コミュニティで
んき」電気需給約款についても、電気事業における制度変更等を反映し、改定いたします。 

当社は引き続き事業運営効率化に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 
※ 過日よりお知らせのとおり、「ジャイアンツでんき・ガス」につきましては、2024 年 3 月末日をもってサービ

スを終了いたします。すでにご契約お切り換えのお手続きが完了しているお客さまにも、行き違いで本
書がお届けされる場合がございますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 

 
 

記 
 
 
１．「ジャイアンツでんき」電気料金および「コミュニティでんき」電気需給約款の改定内容について 

（１）「ジャイアンツでんき」電気料金の改定 
電気料金について、以下の改定を実施いたします。単価および諸元の詳細は、別紙１をご確認くだ

さい。 
 

 

最初のページへ戻る 



  

 
 
・ 電気料金単価（基本料金および電力量料金）の改定 

※ 一般送配電事業者における託送料金の改定の反映を含みます。 
・ 燃料費調整における算定諸元の改定 
・ 離島ユニバーサル調整制度の諸元の設定（北海道エリア・東北エリア・中国エリア） 

 
（２）「コミュニティでんき」電気需給約款の改定 

電気需給約款について、電気事業における制度変更の反映や、業務効率化に伴い一部取り扱い
を見直します。詳細は別紙２をご確認ください。 

 
 
２．改定時期について 

2023 年８月 1 日付で「ジャイアンツでんき」料金表を改定し、2023 年８月の検針日以降の電気の
ご使用に対し適用いたします。電気料金としては、2023 年９月分電気料金より見直し後の料金を適用
いたします。 

 

 
       

また、料金表と同様に 2023 年 8 月 1 日付で「コミュニティでんき」電気需給約款を改定し、実施いた
します。 
 
 
３．改定後の料金表および電気需給約款について 

改定後の料金表および電気需給約款については、2023 年 7 月中にジャイアンツでんき Web サイトお
よびお客さまマイページへ掲載いたします。 

 
以上 

 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
コミュニティでんき・ガスお客さまセンター  
電話番号 0120-829-416 
受付時間 9 時～17 時 
（土日祝日、年末年始を除く） 



  

 
  別紙１     

 

【北陸エリア】 

■電気料金単価の改定内容                                      （税込） 

契約種別 区分 現行料金 改定後料金 差額 

ジャイアンツ電気
北陸Ｂ 

基本 
料金 

契約電流 10A 242 円 00 銭 302 円 50 銭 60 円 50 銭 
契約電流 15A 363 円 00 銭 453 円 75 銭 90 円 75 銭 
契約電流 20A 484 円 00 銭 605 円 00 銭 121 円 00 銭 
契約電流 30A 726 円 00 銭 907 円 50 銭 181 円 50 銭 
契約電流 40A 968 円 00 銭 1,210 円 00 銭 242 円 00 銭 
契約電流 50A 1,210 円 00 銭 1,512 円 50 銭 302 円 50 銭 
契約電流 60A 1,452 円 00 銭 1,815 円 00 銭 363 円 00 銭 

電力量 
料金 

最初の 120kWh
までの1kWh につき 17 円 84 銭 30 円 83 銭 12 円 99 銭 

120kWh をこえ
300kWh までの 
1kWh につき 

21 円 73 銭 34 円 72 銭 12 円 99 銭 

300kWh をこえる 
1kWh につき 23 円 44 銭 36 円 43 銭 12 円 99 銭 

最低月額料金 181 円 30 銭 302 円 50 銭 121 円 20 銭 

ジャイアンツ電気
北陸Ｃ 

基本料金 1kVA につき 242 円 00 銭 302 円 50 銭 60 円 50 銭 

電力量 
料金 

最初の 120kWh
までの1kWh につき 17 円 84 銭 30 円 83 銭 12 円 99 銭 

120kWh をこえ
300kWh までの 
1kWh につき 

21 円 73 銭 34 円 72 銭 12 円 99 銭 

300kWh をこえる 
1kWh につき 23 円 44 銭 36 円 43 銭 12 円 99 銭 

 

■燃料費調整諸における算定諸元の改定内容 
    現行諸元 改定後諸元 

燃料価格調整項 

基準燃料価格 1kⅼあたり 21,900 円 79,800 円 

換算係数 
α（原油） 0.2303 0.0415 
β（ＬＮＧ） 0.0000 0.0745 
γ（石炭） 1.1441 1.2499 

基準単価 1kWh あたり 16 銭 1 厘 16 銭 5 厘 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

  別紙２     
 
 
 

■「コミュニティでんき」電気需給約款の改定内容 

・ 配電事業制度導入にともない、新たに配電事業者を規定 
2022 年 4 月の配電事業制度導入にともない、一般送配電事業者以外の配電事業者から電
気の供給を受けるお客さまにも電気需給約款を適用するため、一般送配電事業者に加え、配
電事業者を規定いたします。 

・ 民法上の規定にもとづく電気需給約款等の変更に関する規定 
民法 548 条の 4 (定型約款の変更)にもとづき、電気需給約款および料金表を変更する場合
があり、この場合、契約期間途中であっても電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需
給約款および料金表を適用し、その変更の内容を電磁的方法等によりお客さまにお知らせする
旨を規定いたします。 

・ 法令名、告示名の変更の反映 
再生可能エネルギー発電促進賦課金に関連する法律名および告示名の変更を反映いたします。 

・ 需給契約申込時のお申し出事項の追加 
電気事業法上、一定規模以上の系統用蓄電池を用いた蓄電事業は「発電事業」と位置付け
られたことにともない、ご契約申込時のお申出事項に、蓄電池を追加いたします。 

・ 契約期間の変更 
契約期間について、需給契約が成立した日から料金適用開始日後 1 年目までの日とし、1 年
ごとに同一条件で継続するとしていた規定を、需給契約が成立した日から廃止または解約により
需給契約が消滅する日するまでへ変更します。 

・ 需要場所に関する託送供給等約款の規定の反映 
託送供給等約款へ特例需要場所に関する要件が規定されたため、規定の内容を反映いたしま
す。 

・ 需給契約の単位に関する託送供給等約款の規定の反映 
託送供給等約款へ「供給および契約の単位」の例外として「複数需要場所 1 引込」が規定され
たため、規定の内容を反映いたします。 

・ 電気需給約款の準拠法を規定 
電気需給約款に関する権利義務が、日本法に準拠し、解釈される旨を規定いたします。 

・ その他の修正 
新たな規定内容に伴い、表現の見直しや重複となる箇所の削除など、所要の修正を行います。 

以上 



  

 
 

2023 年 7 月 
 
ジャイアンツでんき ご契約者さま（中国エリア） 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
（小売電気事業者登録番号 A0300） 

 
 
 

「ジャイアンツでんき」料金表の改定および「コミュニティでんき」電気需給約款の改定について 
 
 
 

平素より「ジャイアンツでんき」の電気サービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。 

当社は、2023 年 8 月より、「ジャイアンツでんき」の料金プランの見直しを実施することといたしましたので
お知らせいたします。 

昨今の世界的な資源価格高騰や円安を背景とした燃料・卸電力市場価格の高騰は依然として先が
見通せず、電力市場を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあります。また、2023 年 4 月 1 日から各地域
の一般送配電事業者における託送料金（電力設備利用料）も国の認可を受け見直し（値上げ）とな
りました。 

これらの状況をふまえ、お客さまに安定的に電気をお届けする観点から、電気料金の見直しを行い、「ジ
ャイアンツでんき」料金表を改定いたします。また、併せて、「ジャイアンツでんき」の約款である「コミュニティで
んき」電気需給約款についても、電気事業における制度変更等を反映し、改定いたします。 

当社は引き続き事業運営効率化に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 
※ 過日よりお知らせのとおり、「ジャイアンツでんき・ガス」につきましては、2024 年 3 月末日をもってサービ

スを終了いたします。すでにご契約お切り換えのお手続きが完了しているお客さまにも、行き違いで本
書がお届けされる場合がございますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 

 
 

記 
 
 
１．「ジャイアンツでんき」電気料金および「コミュニティでんき」電気需給約款の改定内容について 

（１）「ジャイアンツでんき」電気料金の改定 
電気料金について、以下の改定を実施いたします。単価および諸元の詳細は、別紙１をご確認くだ

さい。 
 
 

 

最初のページへ戻る 



  

 

 
・ 電気料金単価（基本料金および電力量料金）の改定 

※ 一般送配電事業者における託送料金の改定の反映を含みます。 
・ 燃料費調整における算定諸元の改定 
・ 離島ユニバーサル調整制度の諸元の設定（北海道エリア・東北エリア・中国エリア） 

 
（２）「コミュニティでんき」電気需給約款の改定 

電気需給約款について、電気事業における制度変更の反映や、業務効率化に伴い一部取り扱い
を見直します。詳細は別紙２をご確認ください。 

 
 
２．改定時期について 

2023 年８月 1 日付で「ジャイアンツでんき」料金表を改定し、2023 年８月の検針日以降の電気の
ご使用に対し適用いたします。電気料金としては、2023 年９月分電気料金より見直し後の料金を適用
いたします。 

 

 
       

また、料金表と同様に 2023 年 8 月 1 日付で「コミュニティでんき」電気需給約款を改定し、実施いた
します。 
 
 
３．改定後の料金表および電気需給約款について 

改定後の料金表および電気需給約款については、2023 年 7 月中にジャイアンツでんき Web サイトお
よびお客さまマイページへ掲載いたします。 

 
以上 

 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
コミュニティでんき・ガスお客さまセンター  
電話番号 0120-829-416 
受付時間 9 時～17 時 
（土日祝日、年末年始を除く） 
 
 



  

  別紙１     

【中国エリア】 
■電気料金単価の改定内容                                      （税込） 

契約種別 区分 現行料金 改定後料金 差額 

ジャイアンツ電気 
中国 A 

最低 
料金 

最初の 
15kWh まで 

336 円 87 銭 712 円 67 銭 375 円 80 銭 

電力量 
料金 

15kWh をこえ
120kWh までの 
1kWh につき 

20 円 76 銭 32 円 83 銭 12 円 07 銭 

120kWh をこえ
300kWh までの 
1kWh につき 

27 円 44 銭 39 円 51 銭 12 円 07 銭 

300kWh をこえる 
1kWh につき 

29 円 56 銭 41 円 63 銭 12 円 07 銭 

ジャイアンツ電気 
中国 B 

基本料金 1kVA につき 407 円 00 銭 431 円 90 銭 24 円 90 銭 

電力量 
料金 

最初の 120kWh
までの1kWh につき 

18 円 07 銭 30 円 14 銭 12 円 07 銭 

120kWh をこえ
300kWh までの 
1kWh につき 

24 円 16 銭 36 円 23 銭 12 円 07 銭 

300kWh をこえる 
1kWh につき 

26 円 03 銭 38 円 10 銭 12 円 07 銭 

■燃料費調整諸における算定諸元の改定内容 
    現行諸元 改定後諸元 

燃料価格 
調整項 

基準燃料価格 1kⅼあたり 26,000 円 80,300 円 

換算係数 

α（原油） 0.1543 0.0406 

β（ＬＮＧ） 0.1322 0.0992 

γ（石炭） 0.9761 1.1994 

基
準 
単
価 

ジャイアンツ電気中国Aの場合 
最初の 15kWh まで 3 円 68 銭 0 厘 3 円 18 銭 5 厘 
上記を超える 
1kWh につき 

24 銭 5 厘 21 銭 2 厘 

ジャイアンツ電気中国Bの場合 1kWh につき 24 銭 5 厘 21 銭 2 厘 

■離島ユニバーサル調整制度の諸元の設定内容 
    現行諸元 設定諸元 

離島 
燃料価格 
調整項 

離島基準燃料価格 1kⅼあたり － 79,300 円 
離島基準燃料価格上限 1kⅼあたり － 119,000 円 

換算係数 α（原油） － 1.0000 

基
準
単
価 

ジャイアンツ電気中国Aの場合 
最初の 15kWh まで － 1 銭 7 厘 
上記を超える 
1kWh につき 

－ 1 厘 

ジャイアンツ電気中国Bの場合 1kWh につき － 1 厘 

・ 2016 年 4 月以降、一般送配電事業者は、需要家保護の観点から離島の需要家に対するユニバーサルサービスとして本土
並みの料金水準で電気の供給を行うことが義務付けられています。離島のお客さまにお届けする電気は、主に火力発電による
もので、この火力燃料費にかかる変動を託送料金に反映して、すべてのお客さま（本土・離島）から回収する仕組みを離島
ユニバーサルサービス調整制度といいます。 

・ 当社は、毎月の燃料費調整単価に、一般送配電事業者と同様の離島ユニバーサルサービス調整単価を加算または減算して、
燃料費調整額（含む、離島ユニバーサルサービス調整額）を算定いたします。       



  

  別紙２     
 
 

■「コミュニティでんき」電気需給約款の改定内容 

・ 配電事業制度導入にともない、新たに配電事業者を規定 
2022 年 4 月の配電事業制度導入にともない、一般送配電事業者以外の配電事業者から電
気の供給を受けるお客さまにも電気需給約款を適用するため、一般送配電事業者に加え、配
電事業者を規定いたします。 

・ 民法上の規定にもとづく電気需給約款等の変更に関する規定 
民法 548 条の 4 (定型約款の変更)にもとづき、電気需給約款および料金表を変更する場合
があり、この場合、契約期間途中であっても電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需
給約款および料金表を適用し、その変更の内容を電磁的方法等によりお客さまにお知らせする
旨を規定いたします。 

・ 法令名、告示名の変更の反映 
再生可能エネルギー発電促進賦課金に関連する法律名および告示名の変更を反映いたします。 

・ 需給契約申込時のお申し出事項の追加 
電気事業法上、一定規模以上の系統用蓄電池を用いた蓄電事業は「発電事業」と位置付け
られたことにともない、ご契約申込時のお申出事項に、蓄電池を追加いたします。 

・ 契約期間の変更 
契約期間について、需給契約が成立した日から料金適用開始日後 1 年目までの日とし、1 年
ごとに同一条件で継続するとしていた規定を、需給契約が成立した日から廃止または解約により
需給契約が消滅する日するまでへ変更します。 

・ 需要場所に関する託送供給等約款の規定の反映 
託送供給等約款へ特例需要場所に関する要件が規定されたため、規定の内容を反映いたしま
す。 

・ 需給契約の単位に関する託送供給等約款の規定の反映 
託送供給等約款へ「供給および契約の単位」の例外として「複数需要場所 1 引込」が規定され
たため、規定の内容を反映いたします。 

・ 電気需給約款の準拠法を規定 
電気需給約款に関する権利義務が、日本法に準拠し、解釈される旨を規定いたします。 

・ その他の修正 
新たな規定内容に伴い、表現の見直しや重複となる箇所の削除など、所要の修正を行います。 

以上 
 

 



  

 
2023 年 7 月 

 
ジャイアンツでんき ご契約者さま 
（中部・関西・九州エリア） 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
（小売電気事業者登録番号 A0300） 

 
 
 

「コミュニティでんき」電気需給約款の改定について 
 
 
 

平素より「ジャイアンツでんき」の電気サービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。 

このたび、当社は、「ジャイアンツでんき」の約款である「コミュニティでんき」電気需給約款について、電気
事業における制度変更等を反映し、改定することといたしました。つきましては、改定内容を下記のとおりお
知らせいたしますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。 

※ この改定に伴う電気料金の変更はございません。 

※ 過日よりお知らせのとおり、「ジャイアンツでんき・ガス」につきましては、2024 年 3 月末日をもってサービスを
終了いたします。すでにご契約お切り換えのお手続きが完了しているお客さまにも、行き違いで本書がお届
けされる場合がございますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 

 
 

記 
 
 

１．電気需給約款の改定内容について 

  「コミュニティでんき」電気需給約款について、電気事業における制度変更の反映や、業務効率化に伴う一
部取り扱いの見直しをいたします。主な改定内容は次のとおりです。 

・ 配電事業制度導入にともない、新たに配電事業者を規定 
2022 年 4 月の配電事業制度導入にともない、一般送配電事業者以外の配電事業者から電気の
供給を受けるお客さまにも電気需給約款を適用するため、一般送配電事業者に加え、配電事業者
を規定いたします。 

・ 民法上の規定にもとづく電気需給約款等の変更に関する規定 
民法 548 条の 4 (定型約款の変更)にもとづき、電気需給約款および料金表を変更する場合があ
り、この場合、契約期間途中であっても電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款お
よび料金表を適用し、その変更の内容を電磁的方法等によりお客さまにお知らせする旨を規定いたし
ます。 

最初のページへ戻る 



  

 

 

・ 法令名、告示名の変更の反映 
再生可能エネルギー発電促進賦課金に関連する法律名および告示名の変更を反映いたします。 

・ 需給契約申込時のお申し出事項の追加 
電気事業法上、一定規模以上の系統用蓄電池を用いた蓄電事業は「発電事業」と位置付けられ
たことにともない、ご契約申込時のお申出事項に、蓄電池を追加いたします。 

・ 契約期間の変更 
契約期間について、需給契約が成立した日から料金適用開始日後 1 年目までの日とし、1 年ごとに
同一条件で継続するとしていた規定を、需給契約が成立した日から廃止または解約により需給契約
が消滅する日するまでへ変更します。 

・ 需要場所に関する託送供給等約款の規定の反映 
託送供給等約款へ特例需要場所に関する要件が規定されたため、規定の内容を反映いたします。 

・ 需給契約の単位に関する託送供給等約款の規定の反映 
託送供給等約款へ「供給および契約の単位」の例外として「複数需要場所 1 引込」が規定されたた
め、規定の内容を反映いたします。 

・ 電気需給約款の準拠法を規定 
電気需給約款に関する権利義務が、日本法に準拠し、解釈される旨を規定いたします。 

・ その他の修正 
新たな規定内容に伴い、表現の見直しや重複となる箇所の削除など、所要の修正を行います。 

 
 
２．変更時期について 

2023 年 8 月 1 日付で改定し、実施いたします。 

 

３．改定後電気需給約款について 

改定後の電気需給約款については、2023 年 7 月中にジャイアンツでんき Web サイトおよびお客さまのマ
イページへ掲載いたします。 

 
以上 

 
 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 
コミュニティでんき・ガスお客さまセンター  
電話番号 0120-829-416 
受付時間 9 時～17 時 
（土日祝日、年末年始を除く） 
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